
令和５年度通級による指導担当教員等専門性充実事業実施要項 

１ 趣旨 

   通級による指導における指導・支援の充実を目指し、実施校等の担当者間のネットワークの構築を図ると

ともに、専門家チーム員等の派遣による助言により、担当教員等の専門性の向上を図る。 

  

２ 事業の対象 

通級による指導を実施している小・中学校（対象障害種：ＬＤ、ＡＤＨＤ）、県立高等学校（対象障害種：

ＬＤ、ＡＤＨＤ、ＡＳＤ）、県立特別支援学校（対象障害種：病弱及び身体虚弱） 

 

３ 事業内容及び実施方法等 

（１）通級による指導担当教員連絡協議会の開催 

通級による指導担当教員間のネットワークの構築を図ることを目的に、「通級による指導担当教員連絡協議

会」を開催し、各通級指導教室の実践や、効果的な指導方法及び教材、教具等について情報共有を行うとと

もに、実施上の課題等について協議する。 

（２）通級指導教室への訪問支援 

  設置校の要請に応じて、特別支援教育課指導主事の学校訪問や、県が設置する専門家チーム員等の派遣を

通じて、通級による指導の充実に向け専門的な助言を行う。 

 

４ 訪問支援の申し込み及び事業の決定 

小・中学校 県立高等学校、県立特別支援学校 

①学校長は様式１【小中学校用】により、市町村（学

校組合）教育委員会を経由して特別支援教育課に

申し込む。 
②特別支援教育課は、訪問者及び訪問日程を決定し、

市町村（学校組合）教育委員会を通じて小中学校

に通知する。 

①学校長は様式１【県立学校用】により、特別支援

教育課に申し込む。 
 
②特別支援教育課は、訪問者及び訪問日程を決定し、

学校に通知する。 

 

５ 経費 

   本事業で実施する訪問支援に係る経費については、特別支援教育課が負担する。 

    

６ 事業の実施の留意事項 

訪問支援の実施にあたっては、対象児童生徒の個別の指導計画及びノートのコピー、児童生徒の作品、プ

リント等を当日資料として準備すること。相談内容によって、学習指導略案の提出を依頼することがある。 

 

７ 報告 

   訪問支援を活用した学校は、事業実施後の取組について、下記のとおり実施報告書を提出すること。 

提出書類及び提出方法 提出期限 

事業報告書（様式２） 

・小・中学校は市町村（学校組合）教育委員会を経由し、県立高等学校及び県

立特別支援学校は直接特別支援教育課長あて提出すること 

令和６年３月８日(金) 

 

８ その他 

本事業に関し必要な事項は、特別支援教育課長が定める。 

 ＜連絡先＞ 

高知県教育委員会事務局特別支援教育課 

TEL ０８８－８２１－４７４１ 

FAX ０８８－８２１－４５４７ 

Mail 311001＠ken.pref.kochi.lg.jp 


